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まちづくり整備基準条例第8条関係

（１）一般例 （２）道路に沿って水路がある場合
道路中心線から３ｍ後退する。 水路等を除き道路中心線から3ｍ後退する。

道路 法４２条２項道路等 道路 法４２条２項道路等

水路

中心線から３ｍ後退 中心線から３ｍ後退
（水路除く）

帰属部分 帰属部分

分筆線 分筆線

Ｌ２ 開発地 Ｌ２ 開発地

中心線 中心線

計算式　Ｌ１÷２＋Ｌ２＝３ 計算式　Ｌ１÷２＋Ｌ２＝３

（３）小松川工専区域内 （４）小松川工専区域内
道路中心線から４ｍ後退する。 道路に沿って水路がある場合

水路等を除き道路中心線から４ｍ後退する。

道路 法４２条２項道路等 道路 法４２条２項道路等

水路

中心線から４ｍ後退 中心線から４ｍ後退
（水路除く）

帰属部分 帰属部分

分筆線 分筆線

Ｌ２ 開発地 Ｌ２ 開発地

中心線 中心線

計算式　Ｌ１÷２＋Ｌ２＝４ 計算式　Ｌ１÷２＋Ｌ２＝４

　　　指定市道後退

Ｌ１ Ｌ１

Ｌ１Ｌ１


